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はじめに

　新庁舎建設計画については、昭和52年3月の定例議会で庁舎建設基

金条例を制定するとともに庁舎建設特別委員会が設置され、新たな庁舎

に向けての検討を開始し、今日まで庁内のワーキンググループや庁舎建

設プロジェクトチームで規模、財源、事業費、位置等について検討して

きました。

　しかし、人ロ急増による都市化への対応や住環境の整備をはじめ、教

育や福祉施策の充実、市民にとってより身近なコミュニティ施設などの

整備についてこれまで優先し取り組んできたところであります。

　この間、平成8年に実施した本庁舎の耐震診断調査結果における耐震

性や狭隆化、分散化などによる市民サニビスの低下などが課題とされ、

議会においても様々な観点から議論されてきております。

　耐震診断調査結果を踏まえ、耐震性を確保するための補強工事による

対応も検討したところでありますが、補強工事の実施は更なる狭隆化や

費用対効果などの面から耐震化対策は困難性が高いとの判断に至り、平

成20年5月に新庁舎建設庁内検討委員会を設置し、新庁舎の建設に向け

た検討を行うことといたしました。

　本報告書では、現今庁舎の安全性や災害時の対策拠点としての視点な

どから、新庁舎の建設に関する基本的な事項について取りまとめ報告す

るものです。
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1 庁舎建設の必要性

（1）現庁舎の背景

　　現在の本庁舎は、昭和43年（1968年）に広島村から広島町へ

　と新しい時代の第1歩を踏み出すにあたり、村民の念願であった町制

　施行の実現の象徴として、一部地下1階、地上3階の鉄筋コンフリー

　ト構造で建設され、当時の職員数は約90名で、十分余裕のある庁舎で

　あった。

　　しかしながら、昭和45年に道営北広島団地の建設が開始され、以

　来急速な都市化と人町回による行政需要の拡大に伴い職員数が増加し、

　庁舎の狭隆化が進んできた。このため、昭和49年（1974年）に

　第2庁舎（現建設部部分）を新設し、昭和54年（1979年）には

　第3庁舎（現水道部部分）を、昭和58年（1983年）にはさらに

　第2庁舎の増築、平成3年（1991年）には第3庁舎を増築し、こ

　の間、教育委員会は近隣の民間ビルを賃借するなどの措置も講じてき

　た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

　　このような経過を経て、本庁舎は築40年が経過し、狭隆、老朽化

　が一層進み事務効率や市民サービスの低下を来す状況となっている。

　　また、平成7年（1995年）には阪神・淡路大震災の大規模な地

　震被害を踏まえ「建築物の耐震改修の促進に関する法律」が制定され

　たことから、災害時の拠点となる本庁舎について平成8年（1996

　年）に耐震診断を実施した結果、昭和56年改正の建築基準法に基づく

　耐震基準を満たしていない状況となっている。

（2）現庁舎の問題点

　①耐震性への危惧と耐震補強工事の困難性

　　　平成8年半本庁舎耐震診断調査の結果では、本庁舎のすべての階

　　で現在の耐震基準を満たさず、壁の増設や柱の補強を行うなどの対

　　策を必要とすることが判明した。しかし、同時に行った壁面コンタ

　　リートの圧縮強度調査において、強度が低下している躯体にアンカ
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一を打ち込み、壁の増設を行うことは建物全体の強度を考えると工

事そのものに危険が伴うと指摘されている。　（資料3）

②分散、狭隆による市民サービスの低下

　市民が利用する窓□が本庁舎、第2庁舎及び増築部、第3庁舎及び

増築部、教育委員会借上げ庁舎に分散しているため、利便性やサービ

スの低下、行政効率の低下を招いている。また、来庁者用の駐車場

は、日常的に満車に近い状態であり、混雑している時は駐車桝以外

の通路部にも駐車が見受けられる。

③　庁舎の老朽化

　建物ぱ全体に老朽化が進んでおり、危険箇所などについては、早

期修繕を行っているが、構造的に維持管理が難しい箇所もある。ま

た、空調、給排水設備などは耐用年数も過ぎ、機能低下が著しく、更

新が必要な状況である6

④情報化への問題

　現在、第2庁舎にあるインターネットサーバー室は自家発電装置

が未設置である。地震時には断線によるサーバー室への電力供給停

止、あるいは蛸足配線となっている分庁舎間の電力線の断線、空調

設備の落下・変形のおそれがあり、ど・れか一つの要因によってもシ

ステムは停止する。建物の老朽化や狭隆に伴う情報機器の安全管理

やセキュリティに問題がある。

⑤　バリアフリー対応が困難

　高齢者や障がい者にも配慮したユニバーサルデザインとなってい

ない。トイレなど一部の庁舎では改修を行っているが、エレベータ

ー施設などは根本的な解決が困難な状況にある。
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⑥　防災拠点としての役割

　現庁舎は自家発電装置や危機対策用のスペースもなく、耐震性や

狭隙、防災ll青報機器の分散等により危機管理の集中体制がとれない

ことから、災害時における防災拠点としての役割を十分果たせない

状態にある。

（3）結び

　　　以上のように、現庁舎は耐震性をはじめとして様々な課題を抱え、

　　市民の利便性やサービスの低下、円滑な行政運営に支障をきたして

　　おり、今後ますます多様化する行政需要に対応するためにも新庁舎

　　の建設が急務である。

※ユニバーサルデザイン：年齢や障がいの有無などにかかわらず、できるだけ多くの人が利用するこ

とができるように、製品、施設等をデザインすること。
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2　新庁舎の基本的な考え方

　現庁舎の背景や課題などを踏まえ、より良い市民サービスの提供、効

率的な行政運営を目指し、新庁舎の基本的な考え方を以下に示す。

（1）市民が親しみ、利用しやすい庁舎

　新しい庁舎は、市民サービスの向上を重視した機能の充実を目指すと

ともに、年齢や障がいの有無などにかかわらず、誰にも使いやすく、分

かりやすいユニバーサルデザインの理念を設計の基本とする。また、市

民が利用するスペースやカウンターなどは利便性に十分配慮する。

（2）市民サービス、事務能率の向上を目指した庁舎

　各種ll青報通信ネットワークの高度化に対応した設備や適切な執務スペ

ースを備えた庁舎を目指す。

（3）将来の行政環境の変化にも柔軟に対応できる庁舎

　本格的な地方分権時代の到来、今後の広域的な連携体制、少子高齢化、

人ロ減少などに伴う行政環境の変化にも対応できる規模と機能を有する

庁舎を目指す。

（4）市民の安心・安全な暮らしを支える拠点となる庁舎

　平成7年の阪神・淡路大震災や平成16年の新潟県中越地震の大規模

な地震被害を踏まえ、新庁舎は高度な耐震性能、防火性能に加え、自立

性、指令中枢機能を備えた防災、災害時の拠点として、市民の安心、安

全を守る役割を十分果たぜる庁舎を目指す。

（5）省エネルギー対策、環境に配慮した経済性に優れた庁舎

　新庁舎の建設にあたっては、自然光、自然通風など自然エネルギーの

有効利用や省工ネ、省資源を図る工夫を取り入れた環境配慮型庁舎を目

指す。
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（6）保健センター機能を併せもつ庁舎

　新庁舎に保健センター機能を加え一体化することによって、利用する

市民の利便性の確保と、担当スタッフによる迅速かつきめ細かなサービ

スができる庁舎を目指す。
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3　新庁舎の機能

（1）機能の基本方針

　新庁舎の建設にあたっては、効率的な行政運営を図るため、現在分散

している分庁舎などを統合し、特に市民の利用頻度が高く、市民サービ

スに直結する窓□、相談、情報提供などの機能は、低階層部分に集約す

るなど利便性の向上を図る。また、議会機能については、市の最高の意

思決定機関として独立性を保つような配置とする。

（2）基本的な機能構成

　新庁舎の基本的な機能は、以下のように想定される。

①窓口機能（窓□、待合空間、総合案内など）

②事務機能（執務空間、打合せ空間、会議室、書庫など）

③議会機能（本会議場、会派室など）

④保健センター機能（保健指導、健康増進指導、検診部門など）

⑤防災機能（災害対策本部、災害時対応用の空間など）

⑥市民機能（ロビー、情報公開コーナーなど）

⑦駐車場・駐輪場

⑧その他（職員ロッカー、更衣室など）
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